


























児童発達支援又は放課後等デイサービスを
利用するために外出することが著しく困難な
重度の障害児等の居宅を訪問して、日常生活
の基本的な動作や知識技能の習得のほか、
生活能力の向上のために必要な支援を行い
ます。
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広島市子育てサポート窓口ガイド１

こ ん な と き は こ こ へ

病気・ケガ

家庭内での事故予防
14歳までのこどもの死因の上位に、「不慮の
事故」があります。しかも、事故は家庭内で起
きることが多く、ちょっとした注意で防ぐこと
ができます。

タバコの煙により、こどもたちに呼吸器疾患や中
耳炎、乳幼児突然死症候群などの病気が起こる
危険性があります。また、タバコの煙が洋服や壁
等に付着して残留している有害物質にさらされる
ことを「三次喫煙」といい、こどもへの健康被害が
心配されています。大切なこどもたちや家族をタ
バコの煙害から守るためには禁煙が一番です。

072-727-2499
無料（通話料のみ相談者負担）

各区厚生部
地域支えあい課 地域支援第一係・第二係
（安芸区は地域支援係）

家の中での事故などについても知っておきたい

こどもの受動喫煙防止

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/
こどもを事故から守る！事故防止ポータル（こども家庭庁）

赤ちゃんを激しく揺さぶらないで
（乳幼児揺さぶられ症候群）
赤ちゃんは激しく揺さぶられると、首の筋肉
が未発達なために脳が衝撃を受けやすく、脳
の損傷による重大な障害を負うことや、場合
によっては命を落とすことがあります（乳幼児
揺さぶられ症候群）。赤ちゃんが泣きやまず、
イライラしてしまうことは誰にでも起こり得ま
すが、赤ちゃんを決して揺さぶらないでくだ
さい。万が一、激しく揺さぶった場合は、すぐ
に医療機関を受診し、その旨を伝えましょう。

中毒電話相談

たばこや家庭用品などの化学物質、医薬品、
動植物の毒などによって起こる急性の中毒
について、情報提供・相談を行っています。

https://www.j-poison-ic.jp/

https://www.hiroyaku.jp/di/poisoning/

公益財団法人日本中毒情報センター

広島中毒119番

大阪中毒１１０番

072-726-9922
無料（テープによる情報提供）

たばこ専用電話

0120-279-119
082-567-6099

公益社団法人広島県薬剤師会

★禁煙治療に保険が使える医療機関は
　日本禁煙学会ホームページで検索できます。

http://www.nosmoke55.jp/nicotine/clinic.html

食中毒は、毎日食べている家庭の食事でも発
生しています。抵抗力の弱い乳幼児は重症化
しやすいので、注意が必要です。

医薬品、洗剤、化粧品、たばこ等の誤飲・誤食時
の対応について、電話にて相談に応じています。

食中毒予防

　…問合せ　　　…FAX　　…相談受付時間　　　…ホームページ

施　設　名

こども
療育センター

北部こども
療育センター

西部こども
療育センター

所　在　地

東区光町
二丁目15-55

安佐北区可部南
五丁目8-70

佐伯区海老山南
二丁目2-18

　TEL/FAX

082-263-0683
082-261-0545

082-814-5801
082-815-0541

082-943-6831
082-943-6865

365日
24時間対応

365日
24時間対応

P46

月～金曜日　9：00～17：00
（祝日、年末年始、お盆休みを除く）

公衆電話からは
かかりません（ ）

各区厚生部
地域支えあい課地域支援第一係・第二係
（安芸区は地域支援係）

P46

【食中毒予防 主なポイント】
●買い物
生鮮食品（肉・魚・野菜など）は新鮮なものを選び、
買い物の最後に購入し、持ち帰ったら
すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
●調　理
調理前や、肉、魚、卵を扱った後は手を洗いましょ
う。肉・魚の包丁やまな板はそれぞれ専用のものを

使用し、使用後は十分に洗浄・消毒し
ましょう。加熱調理する食品は中心部
までしっかり火を通しましょう。

こどもに関する相談は

わが子の発達に不安を感じたら
こども療育センター

082-263-0705 jiso@city.hiroshima.lg.jp

082-263-0694

東区光町二丁目15-55

少年サポートセンターひろしま
広島市と広島県警察が連携して少年に関す
る相談に応じ、非行防止から立ち直り支援ま
で一貫した支援を行います。

こどもの発達や情緒についての相談に応じ
ます。医師、看護師、心理療法士、言語聴覚
士、理学療法士、作業療法士、保健師、相談
員、保育士などの専門職員により、医学的診
断や判定などを行い、障害の早期発見・早期
治療と必要な訓練などを行います。
※電話などによる予約が必要です。
　   月～金曜日 8:30～17:15
　  （祝日・休日、年末年始、8月6日を除く)

082-242-7867（広島市）
月～金曜日 10:00～17:00
（祝日・休日、年末年始、8月6日を除く）

082-242-5110（広島県警察）
月～金曜日 9:00～18:00
（祝日・休日、年末年始を除く）

中区国泰寺町一丁目4-15
（市役所北庁舎別館１階）

中区国泰寺町一丁目4-15（市役所北庁舎別館1階）

中区国泰寺町一丁目4-15（市役所北庁舎別館1階）

東区光町二丁目15-55

082-242-2117
月～土曜日 9:00～17:00
（祝日・休日、年末年始、8月6日を除く）

不登校、ひきこもり、友達関係、学習、進路、スクールセクハラ、
ヤングケアラー、子育て、こどもへの関わり方などに関する相談

082-504-2197
障害のあるこどもの就学・教育相談

082-264-0422
　　082-264-0436

〈分室〉

児童相談所
児童福祉司や児童心理司などの専門スタッフが
こどもたちに関する様々な相談に応じ、解決方法
を一緒に考え、アドバイスをしながら、必要な援助
をします。一人で悩まずに気軽にご相談ください。

青少年総合相談センター
幼児期から思春期、青年期までの心理や行動の問題、発達の課
題など、あらゆる相談に対し、専門の相談員が一緒に考えます。

●相談の内容
◇こどもの発達に関する悩みや心身に障害があるこどもに関する相談
◇こどもの性格や行動に関する相談、ひきこもり、不登校に関する相談
◇非行に関する相談
◇保護者の病気などのために子育てできない、子育てに悩んでいるなどの相談
◇虐待に関する通報、相談

●相談の内容
◇少年の非行問題全般、少年犯罪に関する相談

月～金曜日 9:00～17:00
（祝日・休日、年末年始、8月6日を除く）

月～金曜日 8:30～17:15
（祝日・休日、年末年始、8月6日を除く）
★虐待の通報、相談は24時間電話受付

41 42










